
■空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

実務と課題

1

大阪市

都市計画局建築指導部建築企画課

資料８



・相続人やその親族
・委任を受けた税理士等
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制度に関する窓口や電話での相談者
H28年 度 104件

H29年 度 121件

H30年 度 187件

R1年 度 171件

申請件数（H28年～R１年）



控除の要件

 昭和56年5月31日以前に建築されたこと

 区分所有建物登記がされている建物でないこと

 相続の開始の直前において被相続人（亡くなった方）以外に居住をしていた人がいなかったこと※

 譲渡時（売却時点）において一定の耐震基準を満たすもの又は建物を取り壊して売却していること

 相続があった日から3年後の12月31日までに売ること

 相続してから売却するまで、賃貸に出したり、相続した人が住んだりしていないこと

 売買金額が1億円以下のもの

 配偶者や直系血族など、特別な関係の人に対する売却ではないこと
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広
告
欄

空家啓発リーフレット（NTTタウンページ）
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内側に「3000万控除を掲載」

広告欄



申請者の内訳（H28年～R元年）

7

■空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

本人

56%
代理人

（他の相続人・親族）

22%

代理人（税理士）

9%

代理人（司法書士）

2%

代理人（行政書士）

1%

代理人（会計士）

1% 代理人（その他）

9%
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・リーフレット作成

作成の目的
手戻りや不備を解消できる様、申請に必要な書類の解説やチェックシートを載せる。
市の担当者が異動になっても、後任の方が速やかに窓口対応出来る様なリストにする。

背景
電話・窓口でのお問合せは、申請に関する内容が大半です。（１件にかかる時間が大）
同じ方が申請することは、ほとんど無い為、相手が変わるだけで、その都度同じ説明をする。
また、電話の説明だけでは、一度に全ての内容を伝えるのは難しく、複数回の対応や申請時に
書類の不備等が生じる。

成果
お問合せの際、HPの手引きを見ていただき、不明な点を問合せいただく様に案内しています。
今のところはスムーズに案内等出来ていると思っています。
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・リーフレット（令和１年３月 作成）
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・大阪市HP「被相続人居住用家屋等確認書の交付について」
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000406808.html



課題

14

■空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

〇その他

〇親孝行だと控除が受けれない。
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ご清聴ありがとうございました。

大阪市


